
陸上競技運営マニュアル (四国新人大会用) 

 

 

1 大会実施可否検討の基準について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、以下の⑴から(4)の状況となった場合には、

必要に応じ大会実施の可否･規模等について検討する。 

⑴ 四国が「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」の対象地域となった場合。 

⑵ 四国の一部の地域が緊急事態措置区域等となった場合。 

⑶ 上記⑴、⑵以外の状況において、以下のアからエの場合。 

ア 新型コロナウイルス感染に伴う出場校や選手の辞退者、欠場者が出場選手予定数の

２５％を超える欠員が生じた場合。 

イ 役員、補助員等の欠員により大会運営に支障を来す状況となった場合。 

ウ 競技会場や練習会場が利用できなくなり、大会運営に支障を来す状況となった場合。 

エ 四国陸上競技協会が大会開催が困難と判断した場合。 

(4) その他、大会開催にあたり通常の実施が困難と判断された場合。 

 

2 大会参加にあたっての留意事項について 

大会参加者は、安全・安心な大会運営のため、大会期間中のみならず、日頃から体調管理に

十分留意すること。 

なお、大会参加者とは①及び②の者をいう。 

①  出場チーム 

選手、監督、コーチ及び引率者をはじめ、その他いかなる名称や関係であるかを問わ 

ず、活動や移動行程等を同一とする全ての者。 

②  大会関係者 

役員、補助員、報道機関、競技団体関係者、スポンサー、出店者、観客等、会場に来場

する全ての者。 

(1) 大会参加前の対応 

ア 大会参加日の２週間前から健康チェックシートで健康状態等を毎日記録すること。 

イ 大会参加前２週間の期間において、感染者又は濃厚接触者となった場合は、徳島県

高体連陸上競技専門部に速やかに報告し、指示に従うこと。 

ウ 感染者、濃厚接触者、体調不良者となった場合、医療機関や療養施設、宿泊施設、

自宅までの移動や輸送については参加校の責任で行うこととし、事前に交通手段を

決めておくこと。また、医療機関や療養施設、宿泊療養施設において、療養又は待

機することになった場合も想定し、その際の滞在方法を事前に決めておくこと。 

エ 各校責任者は、参加する前に保護者や関係者に対し、感染者等が発生した場合には、

付添いや迎え、医療機関等において療養等が必要となる場合があることを周知徹底

しておくこと。 

オ 競技役員が、感染者又は濃厚接触者となった場合は、徳島陸上競技協会『役員･庶務



係』に速やかに報告し、指示に従うこと。 

(2) 大会参加期間中の対応 

ア 出発前に自宅や宿舎等において健康チェックシートの調査項目を確認し、体調不良

者は会場へ来場しないこと。 

イ 会場受付において、体調不良者を確認した場合は、会場内への入場を許可しないた

め、大会参加校の責任において速やかに医療機関を受診し、療養又は帰宅等をする

こと。 

ウ 感染者、濃厚接触者、体調不良者となった場合は、その事実について競技専門部に

報告し、指示に従うこと。 

(3) 大会参加終了後の対応 

ア 大会参加終了日から２週間の期間において、感染者となった場合は徳島県高体連陸

上競技専門部に対して速やかに報告すること。 

(4) 大会に係る報告 

大会に係る報告は、安全・安心な大会運営に向けた重要な資料となる。したがって報告漏れ、

虚偽の報告等はあってはならない。このことについて出場校の校長は、引率教員、監督に対

し責任をもって周知すること。なお、報告に重大な誤り等があった場合、四国(徳島県)高体

連の責任において対応する。 

 

３ 大会参加者の参加判断基準について 

大会参加については、感染拡大を防止し、大会開催可否の判断も含め大会運営において迅速

な対応が求められることから、大会参加の参加基準を次のとおりとする。 

(1) 本人の場合 

状況及びその定義 参加基準 

感染者 【医療機関による診断の結果、感染

者と判定された者。感染者の発生日とは症

状が出始めた日とし、発症日が不明な場合

は陽性と判定された検体採取日とする。】 

参加を辞退する。 

ただし、医療機関等の判断のもと療養等が

解除された場合は、参加校学校長の責任に

おいて加可能とする。 

濃厚接触者 【所管保健所等により濃厚接触

者と判断された者。濃厚接触者の発生日と

は感染者と接触した日とする（複数日の場

合には大会に最も近い日）。】 

参加を辞退する。  

ただし、参加校学校長の責任において下記

の条件で参加可能とする。 

「特定された濃厚接触者の待機期間は、当

該感染者の発症日、当該感染者が無症状 

（無症状病原体保有者）の場合は検体採取 

日又は当該感染者の発症等により感染対 

策を講じた日のいずれか遅い方を０日目 

として 3 日間とし、2 及び 3 日目の抗原定

性検査キットを用いた検査で陰性を確認し



(2) チームの場合 

上記 (1)本人の場合と同様 

 

４ 大会中止や参加辞退等に伴う経費負担について 

四国陸上競技協会、四国(徳島県)高体連及び四国(徳島県)高体連陸上競技専門部より一切負

担しない。 

 

５ その他について 

本対応方針は、新型コロナウイルスの感染拡大等の状況により、随時改定を行う。また、 

その場合、四国陸上競技協会、四国(徳島県)高体連と四国(徳島県)高体連陸上競技専門部が

その改定を決定し、各校に連絡する。 

 

 

主催者は当該競技会に関わる全ての人の、新型コロナウィルス感染に対するいかなる責任

も負わない。 

た場合、3 目からの参加可能。 (「厚生労働

省新型コロナ ウイルス感染症対策推進本

部」による。) 

体調不良者 【発熱（３７．５度以上）や風

邪症状（咳、のどの痛み）、だるさや息苦し

さ、味覚や嗅覚の異常など健康チェックシ

ートのチェック項目に該当する者。】 

参加を辞退する。  

ただし、医療機関等を受診し、非感染者と

診断・判定された場合は、体調改善を踏ま

えたうえで、参加校学校長の責任において

参加可能とする。 


